
羅

纂

清
代
幅
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

　
　
　
　
　
一

　
か
ね
て
注
意
し
て
居
た
支
那
の
運
邊
保
瞼
に
蔑
す
る
資

料
が
一
つ
二
つ
見
附
か
つ
た
の
で
、
假
り
に
ま
と
め
て
大

方
の
指
導
を
仰
ぐ
こ
ご
＼
す
る
。

．
課
建
省
里
雛
政
の
篇
に
、
聡
慧
設
墨
譜
召
募
承

　
　
　
　
　
　
　

充
ご
題
し
て
隔
嘉
慶
中
、
編
成
按
察
使
が
布
政
使
ご
合
議
の

上
隔
閾
漸
総
督
に
覆
申
し
た
詳
文
を
載
せ
て
居
る
。
其
中
に

査
省
画
．
南
豪
以
及
浦
城
光
澤
等
慮
。
皆
有
般
寒
行
家
。
渓
囎
…
到

地
。
盤
起
三
物
。
七
巡
行
連
載
。
而
來
墨
客
商
。
亦
無
不
図
曝

首
雇
。
各
行
智
識
強
襲
。
知
其
好
良
。
必
不
肯
遍
歴
匪
離
。
馬

取
町
議
巨
艦
。
是
野
里
戸
所
硬
磁
離
。
少
有
望
事
。
云
云

　
　
第
十
四
魯
　
　
雑
　
纂
　
　
浩
代
瓢
建
江
蘇
の
擁
行
に
就
い
て

加

藤

繁
．

ご
あ
る
。
樹
ほ
其
の
下
文
に
、
同
じ
事
柄
が
、
繰
返
し
、

稽
詳
に
述
べ
ら
れ
て
‘
居
る
。
次
に
其
れ
を
掲
げ
る
。

　
至
浦
城
光
澤
等
虚
。
皆
有
般
實
良
民
コ
充
當
下
戸
。
器
小
忌
其

　
掩
載
。
得
有
生
涯
。
三
菱
妄
勝
邪
念
つ
行
家
亦
識
其
好
良
。
燦

　
干
論
断
。
不
蟻
酸
妄
普
代
麗
。
往
來
商
客
。
零
細
湿
糠
。
不
蕾

　
賓
至
如
露
。
絶
無
顧
慮
。
叉
不
事
官
爲
経
理
。
無
皆
役
鴎
蒲
之

　
虞
。
不
過
既
納
用
器
。
在
客
商
角
尖
之
耗
。
裏
盆
樂
從
。
云
云

　
右
二
條
に
行
家
若
し
く
は
行
戸
ご
あ
る
の
は
陸
行
を
指

す
Q
但
し
其
れ
は
船
の
二
藍
で
あ
る
か
ら
、
船
行
こ
も
呼

ば
れ
た
の
で
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
標
題
に
は
添
景
論
叢
云
々

ご
あ
る
の
で
あ
る
。
漢
船
は
川
船
の
意
、
船
戸
は
船
主
で

　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
五
三
　
（
　
五
二
九
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
清
代
瓢
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

あ
る
。
南
毫
は
稲
州
城
南
九
里
、
南
難
山
の
下
、
閥
江
に

臨
ん
だ
商
港
で
，
省
城
か
ら
悶
江
並
に
海
洋
に
出
入
す
る

咽
喉
に
當
っ
て
居
る
Q
浦
城
は
閥
江
の
上
流
に
位
し
、
光

澤
は
遊
漁
の
支
流
西
漢
の
水
源
近
き
慮
に
在
っ
て
、
倶
に

殆
江
西
境
に
接
し
て
居
る
。
右
の
交
に
依
れ
ば
、
南
皇
浦
城

光
澤
等
、
閾
江
上
下
流
の
重
要
都
市
に
は
般
實
の
商
入
が

船
牙
行
を
管
み
内
客
商
の
爲
に
宿
舎
倉
庫
を
提
供
す
る
と

共
に
連
銭
帥
ち
手
数
料
を
牧
め
て
客
商
に
代
っ
て
船
を
雇

入
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
船
を
雇
入
れ
る
ご
同
時
に
、
其

船
主
の
信
頼
、
す
べ
き
入
物
な
る
を
保
無
し
、
若
し
事
故
を

醗
し
た
場
合
に
は
船
泊
行
宙
ら
其
賠
償
の
責
に
任
じ
た
こ

ε
は
、
各
行
動
圧
船
戸
、
知
照
影
良
、
必
不
急
混
獲
猛
襲
。

自
取
追
賠
之
累
。
と
あ
り
、
行
家
亦
配
置
好
良
、
催
干
賠

累
、
不
落
爲
妄
爲
代
雇
ご
あ
る
に
依
っ
て
窺
は
．
れ
る
Q
．

　
前
記
、
耳
語
使
の
詳
丈
に
は
、
更
に
、

　
本
署
司
等
會
同
集
議
。
可
否
干
延
建
郡
汀
冬
慮
水
勢
．
馬
頭
。
満
潮

　
癒
要
之
所
。
彷
照
浦
城
光
澤
等
塵
之
例
。
令
地
方
官
召
募
般
實
誠

　
　
　
　
　
第
闘
號
　
　
五
四
　
（
　
五
三
〇
）

撲
三
人
。
由
縣
給
轄
．
、
充
當
行
戸
。
井
酌
量
該
慮
地
方
大
小
船
隻

多
寡
。
侮
塵
設
立
爾
三
行
。
以
杜
聾
断
居
回
之
弊
、
凡
有
客
商
門

地
。
代
遷
識
認
船
戸
。
登
場
號
簿
。
填
漁
船
票
。
將
船
戸
姓
名
風
脚

逐
細
註
明
、
交
付
客
商
牧
執
、
至
盗
聴
之
塵
、
”
將
瀦
票
韓
交
超
貨

地
頭
行
戸
。
山
野
査
鋼
、
偉
其
彼
此
關
會
。
蛤
刃
椿
核
。
如
有
失

誤
、
著
塾
代
雇
之
豪
。
照
罐
償
。
囎
會
議
通
詳
。
伏
乞
婁

批
示
筋
違
云
云
。

ご
云
ひ
、
南
壷
浦
城
光
澤
等
の
其
れ
に
倣
っ
て
、
延
質
業
・

建
仁
府
・
、
邸
武
府
・
汀
州
府
等
に
各
船
行
事
三
行
を
添
設

し
、
蓮
商
運
輸
の
螢
達
に
資
す
べ
き
こ
ご
を
建
言
し
て
居

る
。
書
換
府
は
桜
江
ご
西
漢
ビ
相
合
す
る
慮
に
あ
り
、
、
建

寧
府
は
閲
江
ビ
松
漢
ご
合
流
す
る
腱
に
在
り
、
郡
武
府
は

西
漢
の
上
流
光
澤
の
束
に
あ
り
、
汀
州
府
は
零
梅
の
上
流
、

江
西
境
近
き
婬
に
あ
っ
て
、
濁
れ
も
省
内
屈
指
の
大
市
単

で
あ
る
Q
さ
で
右
の
文
に
は
、
如
有
失
談
、
著
落
書
雇
之

行
家
、
照
藪
賠
償
、
ご
云
ひ
、
事
故
の
有
っ
た
時
、
船
を

代
織
し
た
昼
行
に
於
て
貨
物
を
賠
償
す
べ
き
こ
ご
を
明
白



に
述
べ
た
の
が
注
意
さ
れ
る
外
、
樹
ほ
號
簿
船
票
等
に
脱

す
る
規
定
が
掲
げ
ら
れ
て
居
る
。
齢
即
ち
船
行
に
は
號
籏
を

具
へ
て
一
々
船
戸
長
腎
の
俘
を
記
載
し
、
野
宮
票
な
る
も

の
を
造
り
、
船
戸
の
姓
名
住
所
其
他
必
要
の
條
件
を
詳
に

填
注
し
て
、
船
の
代
雇
を
依
頼
し
た
客
商
に
與
へ
、
而
し

て
船
の
目
的
地
に
到
着
し
た
際
に
は
、
客
商
か
ら
之
を
其

の
地
の
船
行
に
交
付
、
し
、
回
船
行
は
三
三
ご
三
日
．
並
に
船

荷
等
ご
を
野
照
し
て
事
無
き
を
確
め
た
上
、
三
三
地
の
三

日
に
報
告
す
べ
き
こ
ご
、
爲
っ
て
居
る
。
顧
ふ
に
、
此
れ

は
此
時
全
く
新
に
立
案
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
從
來
蛮
行

の
間
に
行
は
れ
つ
、
あ
っ
た
慣
習
を
採
っ
て
多
少
の
潤
色

を
施
し
淀
に
過
ぎ
な
か
ら
う
。
随
っ
て
心
行
が
書
票
を
客

商
に
與
へ
て
船
戸
の
身
元
を
保
噂
す
る
規
定
も
、
本
実
民

間
の
慣
習
で
あ
っ
た
こ
認
む
べ
き
こ
ご
は
、
聖
君
に
際
し

て
賠
償
を
行
ふ
其
れ
ε
同
様
で
あ
ら
う
。
漢
船
は
貨
物
の

み
の
蓮
逡
を
託
さ
れ
る
こ
ε
も
全
く
無
か
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
が
、
併
し
貨
物
を
人
に
託
せ
す
、
荷
主
π
る
客
商
薗

　
　
　
第
ナ
四
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
清
代
編
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

ら
其
の
貨
吻
に
附
添
う
て
旋
行
ず
る
の
が
古
里
一
般
の
慣

は
し
で
あ
っ
た
や
う
だ
か
ら
、
漢
船
も
、
蓮
常
、
貨
物
の
み

を
運
ば
す
、
客
商
ご
貨
物
と
を
併
せ
て
載
せ
蓮
ん
だ
の
で

あ
ら
う
。
随
っ
て
、
遡
行
か
ら
船
艇
を
客
商
に
交
付
し
て

船
戸
の
身
元
を
保
讃
し
、
且
つ
船
行
膚
ら
の
責
任
を
明
か

に
す
る
こ
ご
は
、
漢
船
が
貨
物
を
運
搬
す
乃
場
合
に
殆
一

般
に
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
因
み
に
い
ふ
、
右
一
三
使
等

の
建
言
が
総
督
の
探
揮
を
経
て
實
施
さ
れ
た
こ
ご
は
、
詳

文
の
原
文
に
詳
で
あ
る
Q

　
福
建
は
宋
元
以
來
、
海
上
交
通
貿
易
の
行
は
れ
た
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
、
清
朝
初
期
に
も
此
の
省
の
人
民
は
、
海
上
に
於
て
か

ヘ
　
　
へ

な
り
見
る
黛
活
動
を
響
た
。
慶
門
轟
船
渡
の
條
を

観
る
に
、
輻
建
の
船
舶
を
商
船
・
洋
船
・
漁
船
・
各
色
小
船

に
分
類
し
、
壷
灘
に
渡
り
、
叉
は
南
北
海
岸
各
港
に
赴
い
て

通
商
す
る
も
の
を
商
船
ざ
云
ひ
、
南
洋
に
赴
い
て
貿
易
す

る
も
の
を
洋
船
（
洋
商
船
の
略
）
ざ
云
ひ
、
洋
上
に
出
で
、

　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
五
五
　
（
垂
三
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
溝
代
編
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

漁
業
に
從
堕
す
る
を
漁
船
ご
云
ひ
、
客
貨
を
載
せ
て
内
河

を
航
行
す
る
も
の
澹
海
に
於
て
採
捕
す
る
も
の
其
他
一
切

の
小
船
を
各
色
小
船
ε
呼
ん
で
居
る
。
此
の
分
類
に
從
へ

ば
三
江
、
韓
三
等
を
航
行
す
る
漢
離
は
各
色
小
船
に
鷹
す

る
も
の
で
あ
る
。
、
而
し
て
幅
建
按
察
使
の
露
文
に
見
え
る

船
舶
の
賠
償
は
、
難
船
の
貨
物
に
就
い
て
行
は
れ
る
の
で

む
る
か
ら
、
其
れ
は
渡
門
志
に
い
ふ
各
色
小
船
の
一
部
に

限
ち
れ
た
の
で
、
所
謂
商
船
洋
船
ご
は
没
交
渉
で
あ
っ
た

ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
爾
ほ
、
編
建
省
例
の
船
政
の
篇

に
は
、
商
船
・
洋
船
〔
省
例
で
は
海
船
こ
い
ふ
〕
の
取
締
等

に
就
い
て
も
色
々
述
べ
て
居
る
に
拘
は
ら
す
、
絶
え
て
言

行
賠
償
の
事
に
言
ひ
及
ば
な
い
の
を
亘
れ
ば
、
此
種
の
船

舶
の
問
に
は
左
筆
な
慣
響
が
成
立
っ
て
居
な
か
っ
た
噛
こ
ご

、
察
せ
ら
れ
る
。
」

　
　
　
』
二

　
次
に
江
蘇
省
例
績
編
、
同
治
十
二
年
置
出
離
、
永
禁
埠

頭
名
識
の
僚
に
、
’

第
㎝
四
號
　
　
　
皿
点
ハ
　
（
　
五
三
二
）
　
’

　
宮
埠
一
項
。
現
縷
回
読
．
、
差
悲
鳴
飾
遂
行
承
聾
。
遡
行
戸
衆
多
。
事

　
致
導
責
。
筋
斗
各
行
議
座
。
以
汝
公
信
藤
萬
興
値
長
洲
縣
。
至
公

　
興
魂
送
寄
値
尤
和
縣
。
言
全
興
顧
大
興
値
落
懸
但
恐
復
啓
把
持

　
勒
索
之
漸
．
慮
令
將
現
在
所
有
退
行
。
臼
分
三
起
。
各
値
一
旬
．
、
預

　
將
行
名
編
定
先
後
。
開
館
塗
壁
。
言
振
在
案
。
毎
旬
挨
早
早
派
二

　
行
承
値
週
而
復
始
、
其
江
廣
江
北
各
項
利
子
黄
跨
子
並
行
。
一
切

　
照
此
辮
理
云
云
。

ご
あ
る
。
此
れ
は
、
清
朝
初
期
に
一
二
磨
止
せ
ら
れ
た
埠

頭
〔
官
埠
ご
も
い
ふ
〕
を
其
後
私
に
受
け
縫
い
で
船
戸
を
苦

し
め
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
之
を
巖
禁
七
、
埠
頭
の
職
た

る
官
用
船
通
雇
入
の
事
は
虫
干
を
し
で
、
】
旬
交
替
を
以

て
承
薫
せ
し
め
る
こ
ご
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
の

交
に
依
っ
て
、
臭
長
洲
元
和
三
縣
師
ち
蘇
州
府
附
郭
並
に

江
廣
江
北
等
に
階
行
の
存
し
π
こ
ご
が
知
ら
れ
る
。
同
じ

條
に
、
叉
、

　
設
立
知
行
。
原
爲
代
各
界
載
。
偉
無
欺
騙
。
若
商
民
社
有
博
識
船

　
戸
。
彼
此
湘
三
幅
載
。
三
三
例
所
不
禁
。
該
潔
行
等
。
買
屋
査
禁
勤



慧
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
む
　
　
　
ひ
　
む
　
　
む
　
り
ひ
　
ひ
　
む
　
ひ

　
客
私
撹
。
情
心
把
持
。
慮
不
準
行
。
忠
恕
偲
洋
船
。
知
有
望
央
等
事

　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
癒
與
船
行
無
渉

ε
あ
る
。
此
れ
に
依
っ
て
江
蘇
の
船
行
の
螢
業
が
編
建
の

其
れ
に
頗
近
似
し
て
居
た
こ
ご
が
知
ら
れ
、
且
つ
其
の
客

商
自
ら
熟
識
の
船
戸
を
雇
入
れ
て
差
支
無
く
、
惟
た
“
此

の
場
合
に
は
課
業
素
量
等
事
、
慮
輿
船
行
無
渉
ご
定
め
ら

れ
だ
の
に
依
っ
て
、
船
行
が
客
商
の
爲
め
に
船
戸
を
代
雇

し
元
場
合
に
は
其
の
疏
失
に
憂
し
て
責
任
を
負
ふ
慣
は
し

で
あ
っ
た
こ
ご
が
推
定
せ
ら
れ
る
。

　
右
江
蘇
遺
例
に
見
え
る
船
行
は
内
河
航
行
の
船
を
取
扱

ふ
も
の
こ
認
め
ら
れ
る
。
随
っ
て
、
空
行
が
賠
償
の
責
を

負
ふ
の
も
内
河
船
行
の
船
荷
に
屯
し
て
い
あ
る
こ
ビ
、
察

せ
ら
れ
る
。
省
例
の
右
の
文
は
、
尊
墨
が
官
の
御
用
を
勤

め
る
に
就
い
て
の
規
定
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此

れ
に
依
っ
て
、
江
蘇
の
船
行
全
騰
の
事
を
漸
定
す
る
こ
ご

は
毘
來
な
い
が
、
併
し
素
建
の
膿
習
を
滲
照
す
れ
ば
、
江

蘇
の
船
行
が
船
戸
の
疏
失
に
甥
し
て
責
任
を
負
ふ
の
は

　
　
　
策
十
闘
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
滞
…
代
㎝
禍
建
江
蘇
の
離
行
に
就
い
て

勢

あ
　
へ
　
し

や
は
り
内
河
航
行
の
場
合
で
あ
っ
た
ご
見
て
妨
げ
あ
る
ま

い
。

　
次
に
、
顧
家
相
の
漸
江
通
志
楚
金
門
亡
師
和
金
罰
歎
の

條
に
、

　
開
辮
之
初
鱒
中
選
定
責
成
行
家
帯
客
報
絹
之
法
。
客
商
傭
用
船

　
　
　
　
　
ロ

　
夫
。
向
由
行
家
代
備
。
所
蓮
賃
物
。
行
家
無
不
蓋
知
。
癒
著
落
藩
命

　
報
絹
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
風
息
に
於
て
も
、
行
商
が
客
商
に
代
つ
で
船

を
雇
入
れ
た
こ
ご
、
行
家
は
船
荷
に
就
い
て
盤
く
知
ら
ざ

る
無
き
が
故
に
之
を
も
て
船
荷
の
描
麓
を
算
定
納
付
せ
し

む
べ
き
こ
ご
を
述
べ
て
居
る
。
行
家
は
知
行
で
あ
る
こ

ご
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
右
の
文
に
は
、
船
行
が
船
戸
の
疏

失
に
相
し
て
責
任
を
負
ふ
こ
ご
は
見
え
な
い
が
、
此
れ
は

麗
金
の
規
定
に
左
様
な
事
に
説
き
及
ぶ
必
要
が
無
い
か
ら

で
あ
っ
て
、
之
が
金
め
に
、
直
江
の
船
行
に
賠
償
の
潰
習

が
存
し
な
か
っ
た
ε
見
る
べ
き
で
な
い
。
既
に
旙
建
ご
江

蘇
ご
に
其
の
慣
習
が
有
う
、
而
し
て
淑
江
の
海
兵
も
客
の

　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
五
七
　
（
　
伽
羅
一
三
）



　
　
　
第
十
四
谷
　
　
雑
　
纂
　
・
清
代
醸
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

爲
め
に
船
を
雌
蕊
し
、
蓮
す
る
所
の
貨
物
に
就
い
て
大
小

博
く
知
悉
し
て
居
た
こ
す
れ
ば
、
澁
江
難
行
の
間
に
も
、

幅
建
江
蘇
ε
同
機
、
賠
償
の
法
が
行
は
れ
て
居
た
こ
し
て

殆
差
支
無
か
ら
う
。

　
　
　
　
三

　
船
出
の
警
め
る
手
数
料
師
ち
行
環
節
ご
呼
ぶ
も
の
に
就

い
て
、
編
建
省
例
規
會
詳
添
設
宗
行
の
條
に
、

　
二
男
行
農
博
代
賠
憾
言
。
・
慮
行
幸
定
三
四
。
融
資
人
工
依
食
之

　
用
。
本
司
風
聞
。
從
前
行
埠
入
等
。
童
有
毎
艦
銭
一
千
文
弓
取
用

　
銭
一
百
飴
文
至
二
百
丈
以
外
不
等
。
追
試
苦
累
船
商
。
癒
酌
定
限
．

　
制
。
二
面
銭
一
千
文
。
准
甘
恕
柚
…
血
行
用
六
十
・
丈
。
個
有
一
閣
外
多
感
0

　
廓
將
該
船
行
提
案
臥
病
。
加
倍
罰
出
入
官
。
云
云
。

ピ
云
ひ
、
從
來
白
眼
〔
船
賃
〕
一
千
文
毎
に
用
銭
一
百
一
文

乃
至
二
百
交
で
あ
っ
た
．
の
に
制
限
を
加
へ
て
、
一
銭
「
千

丈
毎
に
六
十
丈
を
抽
取
す
る
こ
ご
、
定
め
て
居
る
σ
江
蘇
…

省
例
、
同
治
十
こ
年
立
例
、
永
禁
埠
頭
名
目
に
は
、

　
瀦
行
取
用
。
本
有
定
章
。
乃
因
警
…
雲
華
費
塘
盆
用
銭
。
寛
取
十
之

　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
五
入
　
（
　
五
三
四
）

二
三
。
以
芦
品
…
儂
太
昂
。
行
族
爲
累
Q
現
在
埠
頭
己
革
、
貼
認
可

省
、
。
用
鏡
自
白
酌
減
、
然
撒
太
減
少
。
亦
恐
不
足
敷
術
。
鯨
銭
一
千

文
、
、
提
議
「
百
二
十
丈
爲
準
。
實
巳
総
有
風
雲
。
不
準
額
外
多
取

分
文
。
伍
於
船
票
上
。
蓋
［
用
銭
一
千
提
直
行
用
銭
一
百
二
十
文

字
様
紅
裁
。
如
蓮
査
究
ゆ

ご
あ
っ
て
、
從
來
埠
頭
の
弊
に
關
聯
し
て
過
多
の
用
銭
を

牧
め
、
其
の
峯
十
分
の
二
三
に
も
及
ん
だ
こ
ご
、
今
改
め

て
船
銭
一
千
丈
毎
に
「
百
工
・
†
文
ご
定
め
る
事
を
述
べ
て

居
る
。
公
定
の
用
鏡
が
輻
建
の
場
合
で
は
六
十
六
文
、
江

蘇
…
で
は
一
百
二
十
丈
で
あ
る
が
、
前
者
は
嘉
慶
年
間
め
例

・
後
者
は
同
治
十
二
年
の
例
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
一
律
に
取

扱
ふ
べ
き
で
は
な
い
。
江
蘇
の
｝
百
二
十
文
ご
云
ふ
の

は
、
嘉
慶
中
幅
建
民
適
用
銭
の
高
ご
略
一
致
す
る
や
う
で

あ
る
が
、
　
顧
ふ
に
、
　
用
鏡
は
、
　
法
の
制
限
を
受
け
な
が

ら
、
次
第
に
増
額
零
れ
て
往
つ
た
の
で
、
同
治
の
頃
に
は

編
建
の
公
定
用
銭
も
恐
ら
く
は
六
十
六
文
の
廉
便
で
な

ぐ
、
江
蘇
…
の
其
れ
ご
大
差
な
き
数
に
及
ん
だ
こ
ご
で
あ
ら



う
。
魚
籠
の
額
は
、
．
船
隊
に
賠
償
の
責
あ
る
こ
せ
を
も
考

慮
に
加
へ
て
定
め
ら
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
右
粛
正
省
例

の
文
に
特
に
船
行
既
立
代
賠
之
責
ご
漸
つ
た
の
は
、
之
を

確
め
る
に
足
ら
う
。
用
銭
は
客
商
ご
船
芦
ご
双
方
か
ら
出

し
合
は
せ
だ
こ
ご
は
、
福
建
省
例
の
用
銭
の
こ
ご
を
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

た
條
に
、
實
厩
苦
累
船
廠
ご
云
ひ
、
特
に
船
ご
商
こ
の
二

字
を
睾
げ
た
こ
ご
に
依
っ
て
も
窺
は
れ
る
が
、
其
の
分
塘

の
請
合
は
詳
に
し
難
い
〇

　
　
　
　
四

　
…
以
上
述
べ
」
來
つ
だ
所
に
依
っ
て
、
盛
高
雄
以
」
來
、
一
下
建
江

蘇
、
並
に
恐
ら
く
は
断
江
に
於
て
も
、
遡
行
が
客
商
の
爲

め
に
船
戸
を
紹
介
し
、
同
時
に
船
戸
の
行
学
に
就
い
て
責

任
を
負
ひ
、
其
の
不
正
若
し
く
は
過
失
の
諦
め
貨
物
の
喪

失
す
る
際
に
は
数
に
照
し
て
賠
償
し
た
こ
ご
が
知
ら
れ

る
。
其
の
賠
償
が
、
專
ら
船
戸
の
不
正
及
び
…
過
失
に
本
つ

く
損
害
に
暮
し
て
行
は
れ
、
．
暴
風
雨
洪
水
等
天
然
の
不
可

抗
力
に
依
る
も
の
は
此
の
限
で
無
か
つ
だ
こ
ご
は
、
幅
下

　
　
　
第
十
四
倦
　
　
雑
　
纂
　
　
売
代
厩
建
江
蘇
の
船
行
に
就
い
て

省
例
に
、
各
行
は
船
戸
の
好
良
を
熟
識
し
、
匪
船
を
混
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
宮
ら
追
賠
の
累
を
取
ら
す
ε
云
ひ
、
下
説
失
誤
、
著

豊
代
雇
之
行
家
、
照
藪
賠
償
ご
云
ひ
又
江
蘇
省
例
に
、
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

商
薗
ら
船
を
雇
ふ
場
合
で
は
あ
る
が
、
如
有
疏
失
等
事
。

海
雲
船
行
無
憂
。
ε
云
ひ
、
而
し
て
維
え
て
天
然
の
事
故

鳶
言
及
七
な
か
っ
た
こ
ご
に
依
っ
て
推
定
せ
ら
れ
る
。
上

述
の
如
く
、
．
幅
建
省
例
に
は
、
厳
行
が
船
戸
の
妊
良
を
熟

識
し
て
匪
船
の
混
雇
を
避
け
た
こ
ご
並
に
船
戸
は
濫
行
に

慧
っ
て
生
を
螢
む
が
故
に
邪
念
を
忘
回
せ
ざ
る
こ
ご
を
繰

返
し
述
べ
、
樹
ほ
、

　
行
戸
所
雇
之
船
。
少
有
失
事
。

ご
も
云
っ
て
居
る
。
顧
ふ
に
、
嘉
慶
年
間
、
此
の
詳
文
が
も

の
さ
れ
だ
頃
に
は
、
船
行
ぜ
善
良
な
る
船
戸
ご
が
相
協
力

し
て
河
川
蓮
邊
に
從
事
し
、
船
戸
の
不
正
及
び
過
失
に
依

っ
て
貨
物
の
喪
失
を
見
る
や
う
な
こ
ご
は
極
め
て
稀
で
あ

っ
て
、
随
っ
て
萬
一
左
襟
な
事
件
の
蓮
つ
た
場
合
に
は
下

行
は
確
言
に
其
の
債
格
を
辮
黙
し
た
の
で
あ
ら
う
。
か
く

　
　
　
　
　
　
第
四
槻
　
　
五
九
（
　
五
三
五
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
済
細
蟹
建
江
蘇
の
艦
行
に
就
い
て

て
水
路
蓮
逡
が
頗
三
組
に
行
は
れ
た
の
で
、
省
例
所
載
の

詳
文
に
も
筆
を
極
め
て
船
賃
の
制
度
を
賞
讃
し
穴
の
で
あ

ら
う
Q
併
乍
ら
、
是
よ
り
先
、
或
時
期
に
於
て
は
、
船
戸

の
不
正
主
命
等
の
望
め
、
貨
物
の
侵
奪
さ
れ
或
は
紛
失
す

る
や
う
な
こ
ご
が
屡
起
り
、
短
め
に
運
輸
蓮
商
の
不
振
を

寒
し
、
客
湿
糠
戸
船
行
ざ
も
に
不
利
盆
を
蒙
る
こ
ご
、
爲

レ
、
而
し
て
其
の
結
果
並
行
ご
善
良
な
る
船
戸
こ
の
協
力

が
促
さ
れ
、
同
時
に
賠
償
の
制
度
も
生
じ
た
の
で
あ
ら

う
。
船
行
の
賠
償
が
專
ら
船
戸
の
不
正
轟
轟
に
依
る
損
害

に
回
し
て
行
は
れ
た
の
は
、
如
上
の
事
惜
に
本
つ
く
で
あ

ら
う
。
江
蘇
の
船
行
も
縞
建
の
其
れ
ビ
相
似
た
経
過
を
取

っ
て
登
達
し
た
こ
と
、
想
像
せ
ら
れ
る
。

　
編
建
江
蘇
等
の
船
齢
に
就
い
て
私
の
學
び
得
た
ご
こ
ろ

は
大
膿
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
此
れ
に
依
っ
て
槻
れ
ば
、

一
行
は
其
の
取
扱
ふ
貨
物
に
封
し
て
一
種
の
保
瞼
を
行
っ

た
の
で
、
彼
等
の
牧
め
た
用
銭
に
は
保
瞼
料
の
性
質
も
含

ま
れ
て
居
た
と
謂
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。
特
に
感
激
に
於

　
　
　
　
　
　
融
搬
圃
細
蟹
　
　
　
山
ハ
○
　
　
（
五
三
六
）

τ
は
、
運
逡
が
頗
安
全
に
行
は
れ
、
船
行
が
實
際
喪
失
し

た
貨
物
を
賠
償
す
る
こ
ご
は
稀
で
あ
っ
た
か
ら
、
其
の
結

果
、
少
数
者
の
損
失
を
多
数
者
に
共
携
せ
し
め
る
ご
い
ふ

保
瞼
の
要
諦
が
期
せ
ず
し
て
實
現
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

私
の
現
在
の
研
究
は
極
め
て
淺
い
か
ら
断
言
は
出
來
な
い

け
れ
ざ
も
、
逸
り
に
上
述
の
夏
越
が
，
支
那
で
登
生
し
た
保

瞼
的
制
度
の
最
も
古
い
も
の
で
あ
っ
た
ご
す
れ
ば
、
支
那

の
主
面
的
制
度
は
緻
洲
中
世
に
於
け
る
が
如
く
、
海
上
保

瞼
か
ら
毘
登
せ
す
し
て
、
河
川
に
依
る
貨
物
蓮
輸
に
胚
回

し
だ
こ
と
、
掘
る
。
、

　
編
建
江
蘇
の
保
静
的
制
度
が
い
っ
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
．

詳
で
な
い
。
宋
の
張
邦
基
の
墨
蕪
漫
録
騰
に
、

　
羅
公
度
伯
易
。
赴
総
州
守
。
江
雪
夜
見
｝
直
ゆ
相
随
五
行
。
寂
然
無

　
聲
。
晩
船
得
港
而
泊
。
所
見
之
舟
。
亦
正
近
岸
。
公
海
之
Q
遣
人
親

　
之
。
乃
三
舟
也
。
舟
中
有
血
痕
。
於
舟
尾
得
巳
籐
一
條
。
繋
文
字
幅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
紙
。
一
州
之
乃
顧
三
三
也
。
因
得
其
人
姓
名
三
三
保
之
属
。
至
郡

・
轍
北
俵
緯
捕
。
蓋
獲
其
人
。
蓋
器
主
殺
引
舟
之
商
。
取
其
物
而
棄

　
其
癖
。
斜
照
一
法
。
登
鬼
打
街
着
而
訴
乎
。



ご
あ
っ
て
、
室
舟
を
槍
し
て
顧
舟
契
を
獲
た
こ
ご
が
見
え

る
。
僻
漁
船
部
に
は
此
の
丈
を
抄
録
し
、
顧
舟
契
を
後
の

船
票
に
當
て
、
居
る
Q
墨
荘
漫
録
の
交
に
依
っ
て
、
宋
代

に
於
て
、
船
を
雇
ふ
時
儀
舟
底
〔
顧
は
雇
に
同
じ
〕
ご
い
ふ

も
の
が
用
ひ
ら
れ
、
且
つ
牙
行
〔
帥
ち
船
空
行
〕
が
船
主
を

客
商
に
紹
介
保
駕
し
た
こ
ご
は
知
ら
れ
る
け
れ
ざ
も
、
所

謂
顧
舟
契
が
後
の
船
票
に
正
し
く
「
致
す
る
ご
は
遽
に
定

め
難
く
、
ま
し
て
失
誤
の
場
合
牙
行
が
賠
償
の
責
を
負
う

た
か
否
か
に
至
っ
て
は
、
全
く
窺
知
し
難
い
。
要
す
る
に
、

水
路
運
応
保
瞼
の
起
源
は
全
然
不
明
で
あ
っ
て
、
私
の
獲

た
資
料
で
は
嘉
慶
年
間
の
も
の
が
最
も
古
い
け
れ
こ
も
、

さ
り
ビ
て
、
嘉
慶
若
し
く
は
之
を
遷
る
こ
ご
遠
か
ら
ざ
る

時
代
に
獲
生
し
π
と
は
漸
定
し
難
く
、
叉
編
建
が
必
し
も

そ
の
登
源
地
で
な
く
、
編
建
に
先
だ
つ
て
長
江
洛
岸
な
ざ

で
獲
逮
し
淀
の
か
も
測
り
難
い
。
私
は
、
今
は
、
清
朝
嘉

慶
以
後
の
交
獄
に
、
編
建
江
蘇
等
に
斯
か
る
慣
習
の
存
し
、

た
こ
ご
が
見
え
る
の
を
指
摘
す
る
に
止
め
、
其
の
鯨
の
問

第
十
四
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
清
代
編
建
江
蘇
の
紺
行
に
就
い
て

題
に
就
い
て
は
、
今
後
更
に
資
料
を
捜
索
し
、
．
若
し
獲
る

所
が
あ
れ
ば
、
重
ね
て
筆
を
執
り
た
い
ご
思
ふ
o

1
　
…
輯
建
省
｝
例
に
璽
早
急
督
鮎
肘
に
凶
賊
ぜ
p
ワ
れ
る
こ
定
、
考
へ
、
同
｛
肘
事
務

　
官
法
三
士
非
出
季
和
太
君
に
借
覧
の
斡
旋
た
依
頼
し
六
。
然
る
に
組

　
督
府
に
に
所
藏
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
井
寓
君
に
諸
慮
探
索
の
結
果

　
瀟
州
東
擁
學
絞
に
一
本
存
す
る
こ
ビ
た
確
か
め
、
之
為
借
入
れ
て
更

　
　
に
筆
・
潜
に
韓
貸
さ
れ
表
。
私
が
閲
建
の
船
長
に
就
い
て
多
少
の
研
究

　
た
試
み
う
た
得
糞
の
は
、
一
に
同
鴬
の
賜
で
あ
ろ
Q
雌
に
附
記
し
て

　
深
く
感
灘
の
意
た
表
す
ろ
0

　
2
　
編
建
省
例
二
十
三
巻
、
會
馬
添
設
愚
行
並
召
寡
承
充
の
條
に
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
其
の
幽
艶
に
、
「
件
塑
三
巴
行
確
一
軒
詳
事
。
魏
慶
九
二
十
二
月
十

　
七
口
Q
奉
組
督
都
塵
玉
批
云
云
。
定
あ
ろ
が
、
九
二
に
九
年
の
談
り

　
で
あ
ら
う
〇
九
年
十
月
十
七
日
に
総
督
の
批
た
奉
じ
穴
の
だ
か
ら
、

　
布
按
二
二
が
愈
議
調
査
し
て
更
に
、
纏
督
に
覆
申
し
乳
の
ほ
、
翌
十

　
年
の
春
で
あ
っ
六
ら
う
が
、
其
の
年
月
が
十
分
明
で
な
い
の
で
、
本

　
　
丈
に
に
輩
に
諦
回
申
ミ
記
し
糞
の
で
あ
る
O

難罪

l
燃
｝
　
　
晶
ハ
一
　
（
　
五
三
七
）


